
第１号様式（第３条関係） 

課長 ＧＬ 担当 

 

 

  

（表） 

地域優良賃貸住宅入居申込書 

希望住宅  受付番号  

年  月  日 

九重町長 殿 

九重町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の規定に基づいて、下記のとおり申込

みます。 

 この申込書に記載した事項は、すべて事実に相違ないことを誓約します。 

 この申込書において、虚偽の記載をしたときは、地域優良賃貸住宅の入居の申込みを無効と

され、又は地域優良賃貸住宅の入居の決定を取り消されても審査請求を行いません。 

 

現住所 

〒 市 町 

郡 村 

 

 

電話   －   －   

携帯   －   －   

フリガナ 
㊞ 

生年 

月日 

明 大 

昭 平 

年  月  日 

(  歳) 申込者氏名 

勤務先所在地 

名称 

 

勤務先電話（   －   －   ） 

入
居
す
る
世
帯
員
等 

 続柄 氏名 生年月日 職業 勤務先又は

学校名 

年間所得金

額 

備考 

同居

する

親族 

本人       

       

       

       

       

別居

扶養

親族 

       

       

       

□子育て世帯   □新婚世帯 （１）年間所得金額合計 円 

（２）控除額 

扶養・同居親族控除 

老人扶養控除 

特定扶養親族控除 

障害者控除 

特別障害者控除 

寡婦(寡夫)控除 

控除額合計 

 

万円× 人＝  万円 

万円× 人＝  万円 

万円× 人＝  万円 

万円× 人＝  万円 

万円× 人＝  万円 

万円× 人＝  万円 

 万円 

（３）公営住宅法の規定による所得 

 

（１）所得額           円 

－（２）控除額           円  

所得年額           円／年 

所得月額           円／月 

 

認定所得           円 

太枠の部分に記入してください。 

裏面あり 



（裏） 

現在居住している住宅の状況 

現在居住している住宅の種類（該当するものに○を付けてください） 

１ 民間アパート・賃貸マンション 

２ 寮 

３ 借間・下宿 

４ 社宅 

５ その他（具体的に記載してください） 

  （                        ） 

現在居住している住宅の間取り 

 

現在居住している住宅の家賃 

 

記入上の注意 

「入居する世帯員等欄」について 

１ 住宅に入居する家族と、同居しないが扶養している親族（たとえば、寮や下宿から通学している子

供）がいれば、その親族についても記入してください。 

２ 世帯員（同居・別居どちらでも）に、障がい者等に該当する人がいる場合は、その級又は程度を備

考欄に記入してください。 

３ 「年間所得金額」の欄は、市町村で発行しています、所得証明書の世帯員それぞれの総所得金額を

記入してください。 

  ※市町村の発行している所得証明書の所得金額が現在の収入状況と違う場合（前年の中途以降に退職、

転職、就職等）、現在の収入状況がわかる書類を添付してください。 

  ※退職所得、一時所得、雑所得等で一時的な収入（おおむね１年以内の期間ごとに継続的に得る収入で

ないもの）については記入しないでください。 

添付書類 

  １ 誓約書（第２号様式） 

  ２ 世帯員全員（１６歳未満及び学生を除く。）の所得証明書 

  ３ 町税等納付状況調書（第３号様式）及び納税証明書等 

  ４ 世帯員全員の住民票（省略のないもの。筆頭者、続柄のわかるもの。） 

  ５ 地域優良賃貸住宅使用料減額申請書（第１６号様式） 

（以下該当のある人のみ） 

 ５ 市町村が発行する所得証明書の所得金額が現在の収入状況と違う場合、現在の収入状況がわかる書

類 

 ６ 新婚世帯の場合、戸籍謄本全部事項証明書 

 ７ 世帯員（同居・別居どちらでも）に、障がい者等に該当する人がいる場合は、手帳の写し等 

 ８ 寡婦・寡夫の証明が所得証明でできない場合、配偶者との死別・生別がわかる書類 

  ９ 同居者に学生がいる場合、学生証の写し又は在学証明書 

※その他、 

  地域優良賃貸住宅の入居にあたっては、独立の生計を営む連帯保証人２名が必要です。 

 

 



第２号様式（第３条関係） 

 

誓 約 書 

 

 私         は九重町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第７条に基づく地域優良

賃貸住宅の入居の申込みにあたり、下記の事項について誓約します。 

 なお、九重町が必要な場合には、玖珠警察署に照会することについて承諾します。 

 また、照会で確認された情報は、今後、私が、九重町と行う他の契約における身分確認に利用することに

同意します。 

記 

居住に関すること 

１ 町内に定住を希望し、かつ、居住するための住宅を必要としている者であること。 

暴力団排除に関すること 

１ 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。 

（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に

規定する暴力団をいう。以下、同じ。） 

（２）暴力団員（同法第２条第６号に規程する暴力団員をいう。以下同じ。） 

（３）暴力団員が役員となっている事業者 

（４）暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者 

（５）暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材原材料の購入契約等を締結している者 

（６）暴力団（員）に経済上の利益や便宜を供与している者 

（７）役員等が暴力団（員）と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有し

ている者 

（８）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

２ １の（１）から（８）までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

ではありません。 

  年   月   日 

九重町長      殿 

［法人、団体にあっては事務所所在地］ 

住 所                               

［法人、団体にあっては名称及び代表者名］ 

（ふりがな） 

 氏 名                             ㊞ 

       生年月日 （明治・大正・昭和・平成）  年  月  日（男・女） 

＊ 九重町では、九重町暴力団排除条例に基づき、行政事務全般から暴力団を排除するため、申請者に暴力

団等でない旨の誓約をお願いしています。 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第３条関係） 

 

町税等納付状況調書 

 

  年  月  日 

同 意 書 

 

申請者 住 所  

         

氏 名             ㊞ 

 

九重町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第６条第１項の規定に基づく下記の目的のため、私

及び私の世帯員について町税等納付状況を関係職員が調査することに同意します。 

 

記 

目 的 地域優良賃貸住宅入居者の資格（入居申込） 

 

 

【以下、記入不要】  

確認日    年  月  日 

関 係 課  各 位 

 

 上記の者について、納付状況等についての確認をお願いします。 

 

                          （担当課名）  建設課 

 

町税等納付状況確認表 

項目 納付状況等 確認者 

町税等 滞納なし・滞納あり 税務課              ㊞ 

水道料・住宅料 滞納なし・滞納あり 建設課              ㊞ 

こども園使用料 滞納なし・滞納あり 子育て支援課           ㊞ 

給食費 滞納なし・滞納あり 学校給食センター             ㊞ 

ＣＡＴＶ使用料 滞納なし・滞納あり 危機管理情報推進課          ㊞ 

 

 

 

 

 

 



第１６号様式（第３条、第１６条関係） 

 

 年   月   日 

 

地域優良賃貸住宅使用料減額申請書 

 

九重町長 殿 

 

  住宅  号 

氏名        印 

 

九重町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第１８条の規定により、下記のとおり住宅使用料の

減額を申請します。 

 

記 

減額の種類 

 □入居時点において新婚世帯で、かつ、入居日から５年を超えていない世帯又は妊娠している者がいる世

帯。 

 □入居時点において子育て世帯又は新婚世帯で、かつ、同居の子が規則で定める学校（＊）に在学してお

り、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日を迎えていない世帯。 

 □入居時点において若者単身者で、４０歳以下の者による単身世帯であること。 

 □入居時点において若者単身者で、新婚世帯又は子育て世帯となった者。 

 

入居者

及び 

同居者 

氏名 続柄 生年月日 職業 勤務先又は学校名 備考 

 本人     

      

      

      

      

      

      

添付書類 住民票（省略のないもの。） 

     同居者に学生がいる場合、学生証の写し又は在学証明書 

 

＊学校教育法に定める次の学校とする 

 (1)高等学校 (2)中等教育学校 (3)特別支援学校 (4)高等専門学校 (5)専修学校 

 (6)中学校 (7)小学校 (8)幼稚園（保育園及び未就学児を含む） (9)こども園 

 


